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 電話でお金はすべて詐欺！ 
すぐに相談・１１０番！ 

家族の絆・地域の力 一声かけて 被害ゼロ 

令和７年１１月中の事件・事故件数 

★器物損壊 ０件 ★窃盗   ０件 ★自転車盗 ０件 

★物件事故 ２件 ★人身事故 ０件 ★特異事項 １件 

駐在所からの一言 

明けましておめでとうございます。黒川駐在所に赴任して、初めて新年

を迎えることができました。令和８年も皆様にとって安全・安心な地域を目

指していきますので、巡回連絡等の御協力よろしくお願いします。皆様に

とってより良い年になりますように。本年も家族ともどもよろしくお願いしま

す。                            黒川駐在所 麻生高弘 

緊急時  あわてず  あせらず  １１０番 
～ １ １ ０ 番 は 緊 急 電 話 ☎ 相 談 事 は ＃ ９ １ １ ０ ～ 

 

１１０番は、事件・事故等の緊急通報専用の電話番号で、 

福岡県警察本部へつながります！ 

緊急の対応を要さない相談・要望などの１１０番通報は、 

緊急の事件・事故への対応を遅らせる原因となるため、使 

い分けをお願いします。 

警察に対する緊急を要さない相談・要望などは、 

＃９１１０又は門司警察署（０９３－３２１－０１１０） 

へお願いします。※ 警察署は、自動音声で対応しています 

ので、音声案内に従い、希望の番号を選択してください。 

横断歩道マナーアップ運動とは？ 
運転者及び歩行者が、横断歩道及び横断歩道付近において、 

遵守すべき交通ルール・マナーの理解と実施を推進して、交通 

事故の抑止を図ることを目的として実施しているものです。 

🚘 ドライバーの皆さんへ～歩行者に優しい安全運動を～ 
横断歩道では歩行者の通行を優先し、横断歩道手前で 

減速・歩行者がいるときは必ず停止しましょう。 

🚶  歩行者の皆さんへ～自らの安全を守る交通行動を～ 
近くに横断歩道がある場合、横断歩道を利用しましょう。 

夕方以降は明るい服装・反射材を着用しましょう。 

横断歩道マナーアップ運動の実施～交通ルール・マナーを守って事故防止 

 

令和７年１月～９月末 

歩行中死者２８名中 

１９名が道路横断中 

横断中死者の 

約７割が高齢者 
 


